
標準プラン関係

○ 卸電気通信役務、接続条件・料金プラン等に関して標
準プランを策定し、公開する。

・ 卸役務、接続のいずれでもMVNOが選
択できるよう、双方の標準プランを策定
する。

ＭＶＮＯへの

提供料金関係

○ ＭＶＮＯ事業者が、様々なサービス提供形態でエンド
ユーザー向け料金を設定することが可能となるよう、適正
な原価に適正な利潤を加えた料金を設定する。

○ 定額制、従量制、ステップ課金等を計画。また、トラ
フィック量に応じた料金体系に加え、帯域幅に応じた料
金体系を設定。

・ 接続料は、積上げ方式で設備コスト・
ベースで、適正な原価に適正な利潤を加
えて設定。

・ 卸役務料金をキャリアズレート方式で設
定する場合は、直販料金から営業費等を
控除して設定。

接続構成関係
○ ＷｉＭＡＸフォーラムで規定されるネットワーク参照モデ

ル及びインターフェース条件に準拠したシステムを構築
し、各インターフェースに接続点を設定。

・ ＭＶＮＯが、自らＩＰアドレスを割り当てる
ことを可能とする。

プラット
フォーム
機能関係

○ 設備に具備されているプラットフォーム機能は適正な対
価で利用できるようにする。プレゼンス情報、ユーザーＩＤ
等も個人情報の保護に留意しながら情報提供が行える
ようにする。

端末関係
○ 国内法規やＷｉＭＡＸ認証などの一定の基準を満足する

端末の接続を可能とする。

コンタクト
ポイント明確化

○ ２００８年度の早い段階でＭＶＮＯ向け専門窓口を設
置。また、自社事業からの営業を排除するためのファイ
アーウォールを設置する。

・担当部署を他部署とは別に設置。
（本年4月渉外部にMVNO推進室を設置）

・(MVNO用)サーバーを別立て。

特定基地局開設計画中における記載 登録申請における補足（明確化）

・ ＭＶＮＯが、自ら認証その他のユーザの
管理を行うことを可能とする。

ＵＱコミュニケーションズのＭＶＮＯ受入れ計画の主要事項 33



ふるさとケータイ創出推進事業の概要 34

１ 目的

携帯電話の利活用により、地域の高齢者や子どもの安心（医療・

介護・健康・安全）をサポートするサービス等を行う「ふるさと

ケータイ」(地域を支援するＭＶＮＯ )の創出を推進することによ

り、暮らしの安全・安心の確保、地域のつながりの復活、地方の再

生及びユビキタス社会の構築を実現することを目的とする。
※）ＭＶＮＯ：Mobile Virtual Network Operator。携帯電話などの無線通信

通信インフラを他社から借りて、無線通信サービスを提供する事業者（地
方自治体も可）のこと。

２ 概要

携帯電話のＭＶＮＯを用いて、地域の高齢者が使い易いように端

末の機能の一部を限定したサービス、ＧＰＳ機能を用いた高齢者や

子どものモニタリングサービス、不審者情報、災害情報、地域住民

に商店街の特売情報や地域のイベント情報を提供するサービス、

医療・介護・健康・安全をサポートするサービス等を実施する「ふ

るさとケータイ」事業の創出を推進することにより、ユビキタス

社会の構築及び地域の安全・安心の回復、地域産業の振興等を図

り、地方の再生を実現。

このため、総務省が地方自治体等に対し、「ふるさとケータイモ

デル事業」（システムの企画・設計・開発、継続的運用及びこれら

に必要な体制づくり等、ふるさとケータイによる地域活性化のため

の一連の取組）の構築を委託する。

３ 所要経費

一般会計

平成２０年度補正予算額 １５０百万円（新規）

平成２１年度 要求額 １５０百万円

≪イメージ図≫

【ふるさとケータイ事業が取り組む地域の政策課題の例】
① 医療・健康 ②生活安全 ③観光 ④商店街活性化 ⑤農村地域生活支援 ⑥その他

※



ＭＶＮＯの参入動向（一部）（１／２） 35

ＭＮＯ ＭＶＮＯ（サービス名） サービス概要（事業開始時期）

ＮＴＴドコモ 象印マホービン（みまもりほっとライン） ポットに無線通信機を内蔵、その情報を携帯電話やＰＣから確認可能

ＩＩＪ（ＩＩＪモバイルサービス/タイプＤ） 法人向け3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年1月)

アッカ・ネットワークス（ACCA mobile（D）） 法人向け3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年6月)

ＮＴＴコミュニケーションズ（モバイル/リモートアクセス
ドコモモデル）

法人向け3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年7月）

日本通信（b-mobile3G） 3.5G（HSDPA）による下り最大3.6Mbpsの高速データ通信。150時間分の通信料
を含んだ価格でデータ通信端末を販売（08年8月）

ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ（Master’s ONE セ
キュア・リモートアクセスサービス 定額FOMAデータ
通信プラン）

法人向け3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年10月）

ＫＤＤＩ

（ａｕ）

いすゞ自動車（みまもりくんオンラインサービス） 車両運行データを収集、解析し、提供。最大４０％の燃料費削減、安全運行を可
能に。

日本緊急通報サービス（ＨＥＬＰＮＥＴ） 事故や急病時に車両の位置情報を発信

セコム（ココセコム） 基地局情報＋ＧＰＳ機能を活用して迷子やお年寄り、車両の位置情報を把握

トヨタ（Ｇ－ＢＯＯＫ） ①事故や急病時に車両の位置情報を発信、②オペレータによる目的地検索、

③ハンズフリー電話 など

京セラコミュニケーションシステム（KWINS 3G） 専用カードによるデータ通信

ソフトバンク

モバイル

ウォルト・ディズニー（ディズニー・モバイル） ディズニーのブランド、コンテンツを活用した携帯電話サービス（08年3月）

（各社のウェブページ等を基に作成）※赤字は最近（第２回会合以降）の動向。



ＭＶＮＯの参入動向（一部）（２／２） 36

（各社のウェブページ等を基に作成）

ＭＮＯ ＭＶＮＯ（サービス名） サービス概要（事業開始時期）

イー・

モバイル

ＮＥＣビッグローブ（BIGLOBE高速モバイル） 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbps（08年3月～）の高速データ通信（07年12
月）

ニフティ（@nifty Mobile BB） 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbps（08年3月～）の高速データ通信（07年12
月）

So-net（bitWarp(EM)） 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年2月）

ＩＩＪ（ＩＩＪモバイルサービス/タイプＥ） 法人向け3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年3月）

ＡＳＡＨＩネット（超割モバイル） 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年3月）

ユニアデックス（JetSURF） 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年3月）

アッカ・ネットワークス（ACCA mobile（E）） 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年6月）

ＮＴＴぷらら（高速モバイルオプション（ＥＭ）） 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年7月）

ＮＴＴコミュニケーションズ（OCN 高速モバイル EM） 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年8月）

ケイ・オプティコム（ｅｏモバイル） 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年9月）

ウィルコム 日本通信（b-mobile）、ニフティ（@nifty MobileP）等 専用ＰＨＳカード等によるデータ通信

ＣＳＣ（My Access） 監視カメラや玩具、センサーに組み込んでデータ収集、遠隔操作

ジュピターテレコム（J:COM MOBILE） 「ウィルコム定額プラン」の再販

ユビキたス（どこ・イルカ）、加藤電機（イルカーナ） 子供の位置情報把握

※赤字は最近（第２回会合以降）の動向。



モバイルビジネス活性化プランの推進状況 37

１．モバイルビジネスにおける
販売モデルの見直し

２．ＭＶＮＯの新規参入の促進

３．モバイルビジネスの活性化
に向けた市場環境整備の推進

(a)新料金プランの導入に向けた検討促進

(b)販売奨励金に係る会計整理の明確化

(c)消費者に対する説明事項の見直し

(d)ＳＩＭロック解除に向けた検討

(a)ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再見直し

(b)ＭＮＯの卸電気通信役務に関する標準プランの策定

(c)新規システムに係る周波数の割当時におけるＭＶＮＯへの配慮

(d)行政における担当窓口の明確化

(a)プラットフォームの連携強化に向けた検討

(b)端末プラットフォームの共通化の促進

(c)消費者保護策の在り方に関する多角的検討

(d)ユビキタス特区の創設

(e)モバイルアクセス網の多様化の推進

(f)通信・放送の総合的法体系の検討

✔

★

（注）★：前回会合以降、動きのあった事項。

★

★

★

★

★

★

★

★

★



通信プラットフォーム研究会 38

開催目的

ブロードバンド化やＩＰ化の進展に伴い、コンテンツ・アプリケーションをブロードバンド網で円滑に流通させる上で必要不可
欠な認証・課金等のプラットフォーム機能の連携強化を図り、新事業の創出を促進するための市場環境整備のための課題
整理と今後の政策の方向性を検討することを目的として開催する。

新競争促進プログラム２０１０（０７年１０月改定）
固定通信・移動通信の別を問わず、認証・課金、ＱｏＳ制御、デジタル著作権管理等のプラットフォーム機能の連携を図り、新事業の創出を促進す
る観点から、ユーザーＩＤ等を含むプラットフォーム機能の利活用等について、０７年度中に新たな検討の場を設置し、０８年中を目途に取りまとめ
を行なう。その際、携帯端末のＡＰＩ(Application Programming Interface)のオープン性の確保の在り方についても併せて検討する。



39通信プラットフォーム研究会の検討スケジュール等

８月２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月

第１回
・現状と課題
・検討アジェンダ（案）

第２～５回
・オブザーバのプレ

ゼンに基づく自由
討議

第７回（９／９）
・検討の方向性

（第２次案）

第８回（９／３０）
・報告書（案）

第９回
・報告書

取りまとめ

提案募集

（07年10～11月）

相田 仁 東京大学大学院工学系研究科教授
佐藤 治正 甲南大学経済学部教授
依田 高典 京都大学大学院経済学研究科教授
江崎 浩 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
太田 清久 株式会社ＳＯＺＯ工房取締役パートナー
会津 泉 財団法人ハイパーネットワーク社会研究所副所長
柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科准教授
森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター教授
藤原 まり子 博報堂生活総合研究所客員研究員

後藤 幹雄 日本文理大学経営経済学部教授
河村 真紀子 主婦連合会常任委員
東海 幹夫 青山学院大学経営学部教授
野原 佐和子 イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
岡村 久道 弁護士 国立情報学研究所客員教授
北 俊一 野村総合研究所 上級コンサルタント
津坂 徹郎 リーマン・ブラザーズ証券アナリスト
舟田 正之 立教大学法学部教授

検討スケジュール

意見招請

オブザーバが参画

第６回（８／７）
・検討の方向性

（第１次案）

構成員

オブザーバ 荒川 亨 株式会社ACCESS
大橋 功 イー・モバイル株式会社
佐藤 浩行 株式会社インデックス
岩浪 剛太 株式会社インフォシティ
平澤 弘樹 株式会社ウィルコム
澤田 純 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
加藤 薫 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
藤田 一夫 グーグル株式会社
長尾 毅 KDDI株式会社
森 克実 株式会社ジェーシービー
資宗 克行 情報通信ネットワーク産業協会

弓削 哲也 ソフトバンクモバイル株式会社
小林 善和 社団法人テレコムサービス協会
福田 尚久 社団法人テレコムサービス協会MVNO協議会
渡邊 武経 社団法人日本インターネットプロバイダー協会
上田 正尚 社団法人日本経済団体連合会
小縣 方樹 東日本旅客鉄道株式会社
楠 正憲 マイクロソフト株式会社
三浦 正晶 三井物産株式会社
岸原 孝昌 モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局
別所 直哉 ヤフー株式会社

（４週間（予定））



通信プラットフォーム研究会報告書（案）のポイント 40

プラットフォームの多様性の確保

携帯事業者は自らが提供するポータルに限って認
証・課金機能を提供（それ以外のポータルでは、認
証・課金機能があまり提供されていない。）。

携帯事業者以外の事業者がアクセス簡単なポータルサ
イトや認証・課金等を競争的に提供するモデルの実現の
ため、民間フォーラムを開催（☞０９年夏を目途に一定の
結論）。

番号持ち運び制度の利用者は全体の加入者の約
５％（メールアドレスやコンテンツの引き続きの利用が
できない）。

メールアドレスやコンテンツを携帯事業者を変更しても引
き続き同一のものを使えるような環境整備を検討（☞研
究会等において０９年中を目途に結論）。

各携帯事業者ごとにコンテンツを作り込む必要があ
り、アプリケーションの作動環境が異なる（コンテンツ
事業者にとって作動検証の時間とコストが負担）。

３．９Ｇの商用サービスの開始時期を念頭に置きつつ、端
末間の互換性の向上に向け、既存のフォーラムの活用な
どを視野に入れながら、可能な限り速やかに協議を開
始。

プラットフォームの相互運用性の確保

各携帯事業者ごとに、あるいは、各コンテンツごとに
異なる認証基盤を構築（利用者にとって異なるＩＤでア
クセスする手間）。

各認証基盤を仮想的に連携させ、あたかも一つの認証
基盤を使っている（ひとつのＩＤでどのネットワーク、コンテ
ンツでもアクセス可能）かのような仕組みを構築するた
め、関係者によるフォーラムの開催（☞実証実験などを
実施、０９年度中に一定の結論）。

その他の検討課題

コンテンツの配信効果を十分に計測する手法が確立
していない。

コンテンツ配信効果の計測手法について、民間主体の
フォーラムを開催し、技術的課題や制度的課題を検討。

ライフログ（購買履歴やアクセス記録）を基に個人の
特性を踏まえたサービスや広告を提供（プライバシー
侵害の懸念）。

個人情報保護などの基本的なルールの検討（☞研究会
等において０９年夏を目途に一定の結論）。



（実施状況） 「新世代ネットワーク基盤技術の研究開発」の一環として、０８年８月８日から９月８日まで（独）情報通信研究機
構において公募を行い、現在採択手続き中。（１０月末を目途に委託先を決定予定）

ＩＤポータビリティ技術に関する研究開発・標準化等 41

サービス例
①利用者が、自宅のPCから公的機関の電子サー

ビスを利用

②利用者は、移動時には、携帯端末で公的機関
の電子サービスを継続して利用（＊）

③利用者は、公的機関の電子サービスで認証済
のIDとの連携により、レンタカー予約サービス
を利用。

④利用者は、カーナビで公的機関の電子サービス
を継続して利用（＊）

⑤利用者は、公的機関の電子サービスで認証済
のIDとの連携によりｅヘルスケアシステムを利

用し、利用者の健康情報から病院へのルート
検索サービスを利用。

（＊）利用者はユーザIDデバイスを持ち歩き、ユー
ザIDデバイスによりユーザIDによる認証を行
う。

端末Ａ

ＩＤ① ＩＤ②

サービス① サービス②

端末Ｂ

ＩＤ③

サービス③

端末Ｂ

端末Ａ

ＩＤ① ＩＤ②

サービス① サービス②

ＩＤ③

サービス③

ＩＤを共通化

※端末変更後も変更前の
認証でサービスを利用

サービス①～③

（現在のＩＤ）→サービス毎に個別のID・認証

ＩＤポータビリティ技術に関する研究開発・標準化等については、「新世代ネットワーク基盤技術に関する研究開
発」（２００８年度予算要求）の一環として具体化を図る。

モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月、抜粋）



携帯端末を含む多様な通信端末の相互接続検証のためのテストベッドを整備するため、「次世代ＩＰネットワーク
推進フォーラム」において当該テストベッドが具備すべき要件等について検討を行い、２００８年夏を目途に結論を
得る。

（実施状況）
０７年１１月より、次世代ＩＰネットワーク推進フォーラム開発推進ＷＧにおいて、ＩＰ端末とネットワークの相互接続確認テストベッ
ド等に関する検討を実施。 「相互接続性・運用性検証」の仕組みの構築に向けた課題の整理等を行い、一次報告書を０８年９
月に取りまとめ。引き続きNGNの導入状況を踏まえつつ、テストベッドが具備すべき要件等の具体化を図っていく予定。

多様な通信端末の相互接続検証のためのテストベッドに係る検討 42

モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月、抜粋）



（実施状況） ０７年１１月より、次世代ＩＰネットワーク推進フォーラムＩＰ端末部会責任分担モデルＷＧにおいて、端末及びサー
ビスの機能保証に関する責任分担モデルを検討。０８年６月に、今後想定されるリスクのうち「ソフトウェアのダウ
ンロードに関する不具合」について、今後整理すべき課題や必要な対応策等について検討を行い、基本的な方向
性について取りまとめ。今後は、様々な不具合事例の解決に資するため、具体的なサービス毎の責任分担モデル
の検討を実施し、年明けを目途に報告書Ver.1.0を取りまとめる予定。

端末及びサービスの機能保証に関する責任分担モデルの検討 43

携帯端末を含む通信端末に係る消費者保護の観点から、端末及びサービスの機能保証に関する責任分担モデルの策定
や紛争解決の在り方等について、「次世代IPネットワーク推進フォーラム」において検討を行い、２００８年夏を目途
に結論を得る。

リスク及び課題の抽出
関係する主体間の相互関係を整理し、主体別にどのようなリスク・課題が
発生する可能性があるか、具体的なサービス、利用シーン毎に抽出する。

リスク及び課題に対する解決策の検討
各主体がリスクや課題に対して適正に対応し、安定したサービス提供
を行うために必要な技術的方策や規定の方法について検討。

ダウンロードの不具合に関するモデルを検
討契約関係 ダウンロードに関する不具合における責任分担モデル

モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月、抜粋）



（実施状況）

・ＩＰ電話端末の技術基準については、情報通信審議会において０７年１月及び０８年３月に答申。制度整備の時期や、その必
要性について関係者へのヒアリングを実施中。

・認証制度については、０８年１２月に一定の結論を得ることを目途として、ソフトウェア認証の在り方について検討中。

ＩＰ端末の技術基準及び認証制度に関する検討 44

ＩＰ化に対応して急速に多様化する通信端末の技術基準について、必要に応じて、２００８年中に制度整備を行うと
ともに、通信端末の認証制度の運用については、技術基準の検討を踏まえ、２００８年中に一定の結論を得る。

○0AB～J-IP電話端末には以下の機能が必要（平成19年１月情報通信審議会情報通信技術分科会答申）

(1) ネットワークと端末との遠隔切り分け機能及び総合品質測定機能

(2) 無効呼抑止機能

(3) 一斉登録に伴う輻輳回避機能

(4) 端末における自動再発信回数制限機能

(5) 端末のソフトウェア／ファームウェア更新機能

○上記機能を確認するための試験方法について、０８年３月の情報通信審議会情報通信技術分科会IPネットワーク設備委員会
報告書にてとりまとめ。050IP電話端末にも同様の機能が具備することが必要と答申。

・汎用PC上のソフトウェアの通信機能を試験してその
結果を認証するもの。

・ソフトウェア＋汎用ハードウェアと組み合わせて実現
する音声端末として、既にソフトフォン等が出現。

・現行制度では、ソフトウェア認証を想定していない。

・IP電話端末の技術基準項目の追加を検討

・ソフトウェア認証の仕組みを検討

ＩＰ電話端末に必要な機能

ＩＰ端末の技術基準・認証制度の見直し検討ソフトウェアの認証

モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月、抜粋）



電気通信サービス利用者懇談会 45

2008年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

第1回

■現状と課題
■主要検討項目案
■その他

第2回 第3回 第4回 第5回

■構成員からのヒアリング

第6回 第7回 第8回

■報告書（案） ■報告書
とりまとめ

主要検討項目案に
係る提案募集

意見招請

■主要論点
の整理

■諸外国の状況
■検討項目の整理
■構成員からのヒアリング

検討スケジュール

構成員

ブロードバンド化やIP化の進展による料金やサービスの多様化、多数の主体が関与するビジネス

モデルの普及等が進展する中、電気通信サービスの利用者利便の確保・向上を図るための具体
的施策を検討することを目的として本懇談会を開催。

開催目的

 大橋 功 イー・アクセス株式会社 企画本部長 

 加藤 薫 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 取締役常務執行役員  経営企画部長 

 岸原 孝昌 モバイル・コンテンツ・フォーラム 事務局長 

 北 俊一 株式会社野村総合研究所 上級コンサルタント 

 桑子 博行 社団法人テレコムサービス協会 サービス倫理委員会 委員長 

 齋藤 雅弘 弁護士 

 阪本 作郎 東日本電信電話株式会社 コンシューマ事業推進本部 企画部長 

 沢田 登志子 有限責任中間法人 EC ネットワーク 理事 

 高橋 伸子 生活経済ジャーナリスト 

 立石 聡明 社団法人日本インターネットプロバイダー協会 副会長 

 角田 真理子 明治学院大学法学部 消費情報環境法学科 准教授 

 長尾 毅 KDDI 株式会社 理事 渉外・広報本部長 兼 渉外部長 

 長田 三紀 東京都地域婦人団体連盟 事務局次長 

座長 新美 育文 明治大学法学部 教授 

 平澤 弘樹 株式会社ウィルコム 取締役執行役員常務 ネットワーク技術本部長 

 平野 晋 中央大学 総合政策学部 教授 

座長代理 松本 恒雄 一橋大学大学院法学研究科 教授 

 松本 正幸 社団法人日本ケーブルテレビ連盟 コンプライアンス委員会 委員長 

 宮内 良治 国民生活センター 相談部長 

 山上 紀美子 社団法人全国消費生活相談員協会 専務理事 

 弓削 哲也 ソフトバンクテレコム株式会社 専務取締役専務執行役員 兼 CTO、研究所長 兼 渉外部担当 

 若林 亜理砂 駒澤大学法科大学院 教授 

＜オブザーバー＞ 

 川辺 英一郎 内閣府国民生活局消費者企画課長 



電気通信サービス利用者懇談会 検討の方向性（案） （１／２） 46

１ 総論（基本的な考え方）

４ 契約締結後の解約等の在り方

① 解約に係る運用の問題

② 民事効の是非

① 説明義務等の在り方

② 適合性の原則

３ 契約締結時の説明義務等の在り方

２ 契約締結前の利用者向けの情報提供の在り方

① 電気通信サービスの広告表示の在り方

② 通信料金等に関する情報提供の在り方

① 事後規制を前提としたルールの在り方

② 消費者行政一元化の中での電気通信サービスの特性を踏まえたルールの在り方

③ 国と地方公共団体・民間団体との連携の在り方



電気通信サービス利用者懇談会 検討の方向性（案） （２／２） 47

５ 苦情処理・相談体制の在り方

６ 紛争処理機能の在り方

７ 電気通信事業者の市場退出に係る利用者利便の確保・向上の在り方

８ その他

○ 利用者リテラシー涵養の重要性

① 事業の休廃止に係る周知

② 事業者間接続等に係る債権保全措置

① 電気通信事業紛争処理委員会の機能

② 専門的なＡＤＲの可能性

① 電気通信事業者における苦情処理・相談体制

② 行政、電気通信事業者、消費生活センターの連携体制の確立

③ 総務省とその他の機関との連携強化

④ 多層的な協働関係（マルチステークホルダー環境）における利用者保護



携帯電話サービス等の販売員等に係る検定試験に対する総務省後援 48

■民間団体の実施する携帯電話販売員等に係る検定試験について、公正中立に実施される場合、総務省がこれを後援。
■販売員等の資質向上を図り、消費者が携帯電話サービス等の契約の際、正確な情報に基づく選択を可能とすることを支援。

総務省後援の目的

総務省後援の検定試験のイメージ

○ ０８年１月２２ 日～２月８日 運用方針（案）について意見招請（同年２月２５日、運用方針を公表）
○ ０８年３月３１日 MCPC(モバイルコンピューティング推進コンソーシアム）主催の「ケータイ実務検定（仮称）」への総務省

後援を発表。
○０９年１月２８日（予定） MCPC主催による「ＭＣＰＣケータイ実務検定」実施予定。

経緯

消費者

販売員
相談員

販売代理店・
消費者相談窓口等検定試験

主催団体
総務省

総務省後援 消費者

販売員等の資質向上
・消費者への正確な情

報の提供

２．具体的施策
(3)モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進

(c)消費者保護の在り方に関する多角的検討

サービスの多様化等に対応した消費者保護策の拡充を図る観点から、（中略）携帯端末にかかる販売代理店等の販売員の資質向上を図るた
めの資格認定制度の検討その他の消費者保護策の在り方に関する多角的検討を2007年度中に開始し、2008年中を目途に結論を得る。

（参考）モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月、抜粋）

○検定試験の内容(特定の事業者等に偏らない)
・携帯電話サービスに関する基礎的な知識
・携帯電話端末等の機能に関する基礎的な知識
・各種アプリケーションやコンテンツに関する基礎的な知識
・迷惑電話・迷惑メール対策、フィルタリングサービスの利用

方法等、携帯電話サービス等を安心・安全に利用するため
の基礎的な知識

・使用済み携帯電話の回収に関する基礎的な知識

検定試験実施

消費者が携帯電
話サービス等を
選択

運用方針を策
定・公表。

携帯電話
サービス等
の複雑化



「ユビキタス特区」事業の推進 49

提案の評価
（平成１９年１１月～１２月）

「ユビキタス特区」の創設
第１次決定（平成２０年１月２５日）
第２次決定（平成２０年３月１７日）

目的

期限

場所

概要

－「世界的にも先導的な情報通信社会」のモデルの確立、国際展開

－北海道、沖縄及び研究開発拠点が集積している場所で、複数のプロジェクトの実証実験が行われる場所

－平成２０～２２年度までの３年間

－ＩＣＴによる「新たな価値創造」につながる総合的なプロジェクトの実施、未利用周波数帯の利用環境整備

地域及び利用可能な周波数帯の調査
（平成１９年６月～８月）

応募総数
１８８件

関係府省、他国への働きかけ
（平成１９年１１月～）

利用可能な周波数帯の公表とプロジェクトの提案募集
（平成１９年９月～１０月）

平成２０年度予算 ２０億円

予算支援を予定している案件 11件
予算支援を予定していない案件 17件

決定したプロジェクト28件



「ユビキタス特区」の対象地域及び対象プロジェクト 50

沖縄 次世代ワンセグ放送
（札幌市、留寿都村）

ユビキタス健康
サービス

（座間味村）

ユビキタス観光立国
（京都市、宇治市、京田辺市、木

津川市、精華町）

ユビキタス観光立国（うるま
市、名護市）

ユビキタス環境立
国（精華町）

ユビキタス物
流（倉敷市）

ユビキタス環境立
国（那覇市）

次世代ワンセグ放送
（名古屋市）

生産性向上
（新宿区）

携帯端末の世界展開
（横須賀市）

予算支援を予定するプロジェクト

ITS（富士通株式会社
等：木更津市）

通信・放送連携
（メディアフロージャパ

ン企画株式会社：
那覇市、豊見城市）

沖縄

ITS（北九州市：
北九州）

通信・放送連携
（株式会社CSK-is

等：福岡市）

ワイヤレスブ
ロードバンド

（ソフトバンクモバイ
ル株式会社： 北九

州市八幡東区）

ITS（マツダ株式
会社：広島市）

ワイヤレスブロードバンド
（株式会社NTTドコモ等：札幌

市）

通信・放送連携
（株式会社メディア
スコープ：松江市）

ITS（トヨタ自動車株式会社
等：豊田市、長久手町）

通信・放送連携

（モバイルメディア企画株式会
社：横浜市、豊見城市）

ワイヤレスブロード
バンド

（株式会社日立国
際電気等：函館

市、北斗市）

無線ネットワーク
の高度化

（ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｽﾞ株式会社等：台東区、
江東区、江戸川区、墨
田区、荒川区、葛飾区）

通信・放送連携
（エリアポータル株式
会社等：横須賀市）

ITS（沖電気工業

株式会社等：つく
ば市、横須賀市）

通信・放送連携
（中国新聞社等：福

山市）

ITS（株式会社デンソー等：網走市）

予算支援を予定しないプロジェクト

ITS（トヨタ自動車株

式会社等：つくば市、
横須賀市）



「拡大版ユビキタス特区」事業について 51

目的

期限

場所

概要

－ 「ＩＣＴ産業の国際競争力強化」、「都市の国際競争力強化」、「地域再生・産業創造」

－ 全国

－ 平成２１～２２年度までの２年間

－ ＩＣＴによる「新たな価値創造」につながる総合的なプロジェクトの実施、未利用周波数帯の利用環境整備

利用可能な周波数帯の公表とプロジェクトの提案募集
（平成２０年６月～７月）

地域及び利用可能な周波数帯の調査
（平成２０年４月～６月）

「拡大版ユビキタス特区」の創設
（平成２１年１月目途）

ユビキタス特区 拡大版ユビキタス特区

目的 ・ＩＣＴ産業の国際競
争力強化

・ＩＣＴ産業の国際競争力強化

・都市の国際競争力強化

・地域再生・産業創造

対象地域 ・北海道内

・沖縄県内

・研究開発拠点が集
積している場所

・日本全国

実施期限 平成２２年度末まで 同左

利用周波
数帯 ・放送のデジタ

ル化に伴い、利
用可能な周波数

・２８０ＭＨｚ帯

・１．５ＧＨｚ帯

・５．８ＧＨｚ帯

・ＶＨＦ帯

（１５０MHz帯、２８０
MHz帯）

・ＵＨＦ帯

（４００MHz帯）

・マイクロ波帯

（１８GHz帯）

・ミリ波帯（４２GHz帯）

+・左記

周波数帯

＜ユビキタス特区と拡大版ユビキタス特区の相違点＞

提案の評価
（平成２０年８月～１２月）

応募総数
２９件

平成２１年度予算要望額 ２０億円



固定系地域バンドを使用する無線局(地域WiMAX)の概要 52

○○市の一部

○○市

○○市の全部

○○市

地域WiMAXの対象とする区域

○○市

○○市の一部と◇△町の一部

◇△町

事業者Ａ

事業者Ｂ

※一の都道府県の全部をカバー
するものは地域バンドの対象外

××県の一部の区域

地域WiMAXの概要
目的：

デジタル・ディバイドの解消、地域の公共サー
ビスの向上等当該地域の公共の福祉の増進
に寄与すること

特徴：
固定通信向け、地域単位、10MHzの帯域幅

技術方式：
WiMAX方式

地域WiMAXのサービスのイメージ(例）

①ブロードバンド・ゼロ地域
への中継回線を提供し、
デジタルディバイドを解消基地局

中継局

端末局

全国バンド
30MHz

2545MHz 2625MHz

地域バンド

※ガードバンドは計10MHz

全国バンド
30MHz

2575MHz 2595MHz

ガ
ー

ド
バ

ン
ド

ガ
ー

ド
バ

ン
ド

10MHz

2.5GHz帯の電波使用

②加入者宅等へラス
トワンマイルのイン
ターネット等の接続
回線を提供

（ウィルコム）

地域
WiMAX UQコミュニ

ケーションズ

次世代PHS WiMAX
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東北インテリジェント通信
秋田県秋田市

ニューメディア
北海道函館市

上越ケーブル
ビジョン

新潟県上越市

上田ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
長野県上田市

川越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
埼玉県川越市

東京ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
東京都文京区・

荒川区・千代田区

南東京ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
東京都品川区

日本ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｻｰﾋﾞｽ

山梨県甲府市
笛吹きらめきﾃﾚﾋﾞ

山梨県笛吹市
河口湖有線ﾃﾚﾋﾞ放送
山梨県富士河口湖町

福井ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
福井県福井市・

坂井市・あわら市

ｼｰ・ﾃｨｰ・ﾜｲ
三重県四日市市・
いなべ市・桑名市

・菰野町・木曽岬町

中海ﾃﾚﾋﾞ放送
鳥取県米子市

山陰ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
島根県松江市

山口ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ
山口県山口市・
宇部市・防府市

矢掛放送
岡山県
矢掛町

玉島ﾃﾚﾋﾞ放送
岡山県倉敷市

香川ﾃﾚﾋﾞ放送
香川県坂出市

・宇多津町

愛媛CATV
愛媛県松山市

ケーブルワン
佐賀県武雄市

唐津ｹｰﾌﾞﾙ
ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ

佐賀県唐津市

となみ衛星通信テレビ
富山県砺波市

入間ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
埼玉県入間市
東京都瑞穂町

ﾃﾚﾋﾞ小松
石川県小松市

ｱｲﾃｨｰﾋﾞｰ
三重県伊勢市・
鳥羽市・志摩市

CTBﾒﾃﾞｨｱ
大分県
別府市
・日出町

伊万里
ｹｰﾌﾞﾙ
ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
佐賀県
伊万里市

本庄ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
埼玉県本庄市

佐賀ｼﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ
佐賀県佐賀市

東松山ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
埼玉県東松山市

・滑川町

金沢ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞﾈｯﾄ
石川県金沢市

ﾗｯｷｰﾀｳﾝﾃﾚﾋﾞ
三重県桑名市

・東員町

ニューメディア
山形県米沢市

徳島中央ﾃﾚﾋﾞ
徳島県吉野川市

・小松島市

ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸ
愛知県豊田市・

三好町・長久手町

ｷｬｯﾁﾈｯﾄﾜｰｸ
愛知県刈谷市

・安城市

帯広シティケーブル
北海道帯広市

上野原ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

山梨県上野原市

ひのき
徳島県上板町、
北島町、松茂町

地図凡例

：CATV事業者

：その他

：基地局免許

：基地局予備免許

青字：既に包括免許を
付与した事業者

嶺南ｹｰﾌﾞﾙ
ﾈｯﾄﾜｰｸ ※

福井県敦賀市

ﾊｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ
愛媛県新居浜市

・西条市

CAC
愛知県半田市

※嶺南ケーブルネットワークは、０８年１２月に試験サービスを、０９年春に商用サービスを開始予定。
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（出典）社団法人電波産業会ホームページ掲載資料等を基に作成

地域WiMAXに関係する事業者、メーカー、地方公共団体等が広く参集し、デジタル・ディバイドの解消、地域の
公共サービスの向上等、地域の公共の福祉の増進を図るため、地域WiMAXの普及促進を図るとともに、技術
的諸課題について検討を行い、地域WiMAXの健全な発展を推進することを目的とする。

０８年１０月１６日

１４５（団体及び個人）

事務局

会員数

設立日

目的

社団法人電波産業会

活動内容・推進体制

オブザーバ：総務省
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～第3世代移動通信システム高度化のための技術的方策の検討～

第4世代移動通信システム（4G）への移行を視野に入れつつ、現行の第3世代移動通信システム（3G）
の高速化やサービスの高度化を実現する3.9世代移動通信システム（3.9G）の導入に向けた技術的課題
について検討中。

２ 検討内容

3.9世代の導入に向けて、利用イメージ、国際標準化動向、技術的･将来的親和性等を考慮しつつ、調査･検討。

基本コンセプト（利用イメージ、システムの機能、干渉条件、送受信間隔等）

既存システムとの共用条件、必要な技術的条件及び運用条件

将来の第4世代（4G）の円滑な展開に向けた技術的方策

３ 体制・スケジュール

情報通信審議会技術分科会携帯電話等周波数有効利用方策委員会（主査：服部武 上智大学教授）で審議。

本年4月より審議を開始し、7月29日に基本コンセプトを整理。2008年内を目処に具体的な技術的条件を策定予定。

１ 背景

携帯電話加入数は1億を突破。第３世代システムの普及率は全体の80％以上。

2008年12月に3.9世代システムの国際標準化が完了予定。

2010年頃の商用化に向けた取組が活発化。
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ユーザとの親和性
・一般ユーザから先端ユーザまで幅広く対応する携帯端末の多様化・高機能化
・通信速度やセキュリティ等ユーザが必要なQoSを確保
・オープン化に伴うセキュリティ・プライバシ等の安全・安心の確保
・コンテンツ・サービス等の相互運用性の確保
・設備・運用コストの低減による低ビット単価の実現

最大伝送速度

周波数利用効率

占有周波数帯幅

ネットワーク

将来ｼｽﾃﾑへの展開

伝送品質

グローバル性

下り：100Mbps以上 上り：50Mbps以上

3.5G（HSPA Release 6）の3倍以上（下り）、2倍以上（上り）

伝送速度の向上、導入シナリオに柔軟に対応するため、
スケーラブルな周波数帯域幅を有する

他システムとのシームレスな連携や多様なアプリケーション・
サービスへの対応が可能なオールIPネットワーク

将来の第４世代移動通信システムへの円滑な展開が可能

ネットワークのフラット化等により、現行3.5Gよりも低遅延伝送を実現

3GPPs等のグローバルスタンダードを踏まえ、国際ローミングや
インターオペラビリティの確保が可能なシステム

グローバル性
・国際的なインターオペラビリティの確保
・第４世代移動通信システムへのスムースなマイグレーション
・低環境負荷なシステム

周波数の有効利用
・周波数利用効率の最大化（bps/Hz）
・多様なサービスの創出が期待できるMVNOの促進

等による周波数の一層の有効利用

3 . 9世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム の 基 本 要 件

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙなﾈｯﾄﾜｰｸ
・オールIP化
・ オープンネットワーク/オープン

インターフェースによる他シス
テムとのシームレスな連携

・ 多様な端末に対応したクロス
デバイス環境の確保

・ ネットワークアーキテクチャの
フラット化・簡素化

高度な無線アクセス
・高速・大容量アクセス
・低遅延化
・高い伝送品質の確保
・ セルスループットの向上
・ ｽｹｰﾗﾌﾞﾙな周波数帯域幅

ユーザの利便性向上

・ 世界に先駆けた端末・ﾈｯﾄﾜｰｸの高度化
・ ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞにおけるﾋﾞｯﾄ単価の低減化
・ 国際標準化への寄与や国際的なｲﾝﾀｰｵﾍﾟﾗﾋﾞﾘﾃｨの実現

による国際展開や国内通信市場の拡大
・ 固定・モバイルの枠を超えた通信関連市場の活性化や

新たな市場の創造

・ 多様なアプリケーション・サービス環境の実現

・ 従来型の通信インフラから、「便利」、「安心・安全」

「エンターテイメント」を実現する生活インフラへの発展

・ いつでも、どこでもﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞを享受できる環境の実現

・ 新たなサービスの創出・享受

・ 今後ますます増加するモバイルデータ通信需要、

高速化ニーズ等に対応

・ 将来の周波数の逼迫に対応

モバイル分野における
国際競争力の確保 周波数の有効利用
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申

請

公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ

免
許
方
針
案
意
見
募
集

１ 目 的

２ 開催日時等

3.9世代移動通信システム及び2GHz帯におけるTDD方式を活用した移動通信システムに関して、

免許方針等の検討の参考にするため、有識者を交えて、公開でヒアリングを実施。

３ プログラム

日 時： 平成20年11月７日（金） 13:15～17:00（予定）

場 所： 総務省 講堂 （地下２階）

3.9世代移動通信システムの導入に関する意見陳述・質疑応答

２GHz帯TDD移動通信システムの導入に関する意見陳述・質疑応答

(1) 導入に向けた取組（導入を計画するシステム、サービス内容、エリア展開等）

(2) 免許方針に対する意見（割当周波数幅、事業者の選定要件、競合が生じた場合の選定基準等）

（ヒアリング内容）

4月 7月 11月
2009年

12月 春頃 春以降

２ＧＨｚ帯ＴＤＤ

３．９世代 技術的条件
審議開始

技術的条件
答申

中間報告
（基本ｺﾝｾﾌﾟﾄ）

技術的条件
答申（予定）

事
業
者
決
定

サ
ー
ビ
ス
開
始

免
許
方
針
決
定

参考：今後のスケジュール（予定）

2008年 2010年

電
監
審
諮
問
・
答
申

電
監
審
諮
問
・
答
申



フェムトセル基地局の導入に向けた制度整備の経緯等について 58

フェムトセル基地局とは、携帯電話の基地局を小型化したもので、取扱いが簡易であり、かつ宅内等への設置が可能。

✔携帯電話事業者による高層ビル・住宅の屋内や地下街等の不感エリアの解消に効果（設置・運用が容易）。
✔従来よりも高速のデータ伝送サービスが可能（基地局当たりの収容人数は数名程度）。

✔同一端末によるFMC（Fixed Mobile Convergence : 固定通信と移動通信の一体的サービス）型のサービスの実現が可能。

導入により期待される効果

フェムトセル基地局の導入促進を図るため、①現行規制の緩和、②適用される規律の運用方針の明確化を実施。

「フェムトセル基地局の活用に向けた電波法及び電気通信事業法関係法令に関する取扱方針」を策定・公表（08年4月17日）

フェムトセル基地局に係る電気通信事業法及び関係省令等の運用方針について、本年秋を目途に運用ガイドラインを策定。

ブロードバンド回線網
（アクセス回線事業者・ＩＳＰ）

マクロセル基地局

携帯コアネットワーク

（ＯＮＵ）

（ルータ等）
◎

◎ ◎

ブロードバンド回線 宅内・構内配線携帯電話ネットワーク
フェムトセ
ル基地局

08年10月21日、「フェムトセル基地局の活用に係る電波法及び電気通信事業法関係法令の適用関係に関するガイドライン（案）」
11月18日まで意見募集。

０８年１０月１日、改正電波法及び関係省令施行。☞無線局の運用の特例の追加等

その後、速やかにガイドラインを策定・公表予定。を公表し、



ガイドライン案の概要（フェムトセル基地局の活用に係る法制上の適用関係の明確化）
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フェムトセル基地局の円滑な開設・適正な運用を確保するとともに、フェムトセル基地局を活用した携帯電話サービスの円滑かつ効率的な
提供を実現する観点から、当面想定される当該サービスの提供形態等を考慮しつつ、携帯電話事業者間等の責任関係等を含め、電波法・
電気通信事業法関係法令の適用関係を明確化。

携帯電話事業者は、エンドエンドの通話品質を通常の携帯電話役務と同様にするよう努めなければならない
（事業用電気通信設備規則第３６条の３）

■サービス提供主体と責務
➣ｻｰﾋﾞｽ提供主体は携帯電話事業者であり、ｻｰﾋﾞｽ全体に責任を負うこ

とが必要。
➣ｻｰﾋﾞｽ提供において、自己・利用者の責任の明確化が必要。提供条

件の内容を契約の締結に当たり説明し、利用者からの苦情等を適
切・迅速に処理する必要。

■電気通信設備に対する技術基準適合維持義務の適用等
１．フェムトセル基地局の扱い

➣基地局を契約者の宅内に設置する場合、基地局は携帯電話事業
者が設置する事業用電気通信設備として、技術基準適合維持義務
が適用。

➣携帯電話事業者と契約者との契約等において、携帯電話事業者に
よる継続的な支配・管理を担保するための事項を規定。

２．利用者宅内配線等の扱い
➣IRU契約を締結しｻｰﾋﾞｽ提供に利用する場合、技術基準適合維持

が適用。
➣IRU契約を締結せずにｻｰﾋﾞｽ提供に利用する場合、契約約款等に

おいて障害発生時の対応等について規定。
３．ブロードバンド（BB）回線の扱い
➣BB回線調達形態：①接続・共用・卸、②ﾕｰｻﾞ約款ﾍﾞｰｽ、③ﾕｰｻﾞ契

約回線利用、の３形態。
➣携帯電話事業者とBB回線事業者との契約等で通信品質確保等を

規定。

■免許手続
➣同一総合通信局の管轄区域内における一括申請が可能。
➣免許申請の際の記載事項を簡素化。

■無線設備の技術基準
➣①空中線電力は20mW以下であること、②一の筐体に収められ容易に

空けることができないこと、③故障検知機能を備えていること。
■携帯電話事業者以外の者による運用

➣ﾌｪﾑﾄｾﾙ基地局について、移設・復旧等のための簡易な操作による運
用を携帯電話事業者以外の者に行わせることが可能。

➣必要に応じ、運用者に対する基地局の運用状況の報告、運用の停止
等の必要かつ適切な監督を行う必要。

➣携帯電話事業者以外の者に運用を行わせる場合、運用者が運用責任
を負う

➣携帯電話事業者が運用者に対し必要かつ適切な監督を行わなかった
場合、当該事業者は監督責任を負う。

■無線従事者以外の者による操作
➣基地局について移設・復旧等のための簡易な操作を主任無線従事者

の監督を受けることなく無線従事者以外の者が行うことが可能。

主な電気通信事業法関係法令の取扱い主な電波法関係法令の取扱い



フェムトセル基地局導入に係る検討（次世代IPネットワーク推進フォーラム） 60

相互接続WG
リーダ：中野 尚（KDDI)
（相互接続試験の企画、推進、関係機関の調整）

企画推進部会
部会長：松島 裕一 （ＮＩＣＴ理事）

（普及促進・情報交流等）

技術部会
部会長：後藤 滋樹（早稲田大学教授）

（技術基準・相互接続試験等）

研究開発・標準化部会
部会長：淺谷 耕一 （工学院大学教授）

（研究開発、国際標準化）

次世代IPネットワーク推進フォーラム
会 長：齊藤 忠夫（東京大学名誉教授）
副会長：宇治 則孝（ＮＴＴ）、伊藤 泰彦（ＫＤＤＩ）

IP電話SWG
主査：千村 保文（沖電気）

コンテンツ配信SWG
主査：小林 中（NEC）

固定・移動シームレスSWG
主査：加藤 正文（富士通）

端末・網SWG
主査：入部 真一（日立）

事務局
（NICT）

技術基準検討ＷＧ
リーダ：粟野 友文（NTT）
（技術基準の検討・実証）

戦略検討ＷＧ
リーダ：淺谷 耕一 （工学院大学教授）
（次世代IPネットワークに関する研究開発・標準化の基本戦略
及び推進方策の検討）

ホームネットワークＷＧ
リーダ：丹 康雄（北陸先端科学技術大学院大学）
(ホームネットワークの標準化及び相互接続試験等の推進）

幹事会

IP端末部会
部会長：相田 仁（東京大学大学院教授）

（ＩＰ端末の在り方に関する検討）

責任分担モデルＷＧ
リーダ：平野 晋（中央大学教授・米国弁護士）
（責任モデルの検討、策定、消費者保護対策等）

開発推進ＷＧ
リーダ：村上 仁己（成蹊大学理工学部教授）
（ＩＰ端末とネットワークの相互接続確認等）

平成１７年１２月１６日設立
会員数：２６２（平成２０年５月２３日現在）
http://ngnforum.nict.go.jp/

利活用促進部会
部会長：國領 二郎（慶應義塾大学教授）

（事例収集、ビジネスモデル検討、
実証実験検討）

利活用ＷG
リーダ：曽根 秀昭（東北大学教授）
(利活用事例集作成等）

新ビジネス検討ＷG
リーダ：中村 伊知哉（慶應義塾大学教授）
（IPベースの新ビジネス検討、実証実験等）

フェムトセル基地局の技術基準・管理
手法等の検討

フェムトセル基地局の責任分担等の
在り方等の検討

通信品質の確保、緊急通報の確保等に
ついて、事業者間協議事項等に反映。

本年１１月を目途に、フェムトセル基
地局を利用した携帯電話サービスを円
滑に提供するための運用ガイドライン
を公表予定。

本年１１月を目途に、フェムトセル基地局
の活用に係る電波法及び電気通信事業
法関係法令の適用関係に関するガイドラ
インを公表予定。
（サービス提供主体と責務、電気通信設備に対する技術
基準適合維持義務等）
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• ２０１０年のブロードバンド・ゼロ地域の解消、２０１１年の地上デジタル放送完全移行に向けて、通信・放
送の融合・連携は大きな流れ。

• 総務省では、平成１８年６月の「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」に基づき、「通信・放送の総
合的な法体系に関する研究会」を２００６年８月から開催し、将来を見据えた法体系の在り方について検討
を進め、昨年１２月に報告書を取りまとめ・公表。

• 本年２月、具体的な制度の在り方について情報通信審議会に諮問。２００９年１２月頃の答申を希望。

＜検討の経緯＞

「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」
（平成18年6月20日）

『通信と放送に関する総合的な法体系について、基幹放送の
概念の維持を前提に早急に検討に着手し、2010年までに結
論を得る。』

「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」
（座長：堀部政男 一橋大学名誉教授）
報告書の取りまとめ・公表（平成19年12月6日）

情報通信審議会に諮問（平成20年2月15日）
「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」
（主査：長谷部恭男東京大学法学部教授）を設置し、
調査・審議

情報通信審議会の答申を経て、2010年の通常国会への法案
提出を目指す。

※ 「通信・放送分野の改革に関する工程プログラム」
（平成18年9月1日）

＜検討のイメージ＞

・通信／放送で「縦割り」となってい
る現行法制を「横割り」へ転換

・規制の簡素化・合理化を図り、通
信・放送の融合・連携に対応した
法体系へ抜本的に見直す必要

通信と放送の境界を超えたサービスの出現

・ＣＡＴＶインターネット

・インターネットテレビ（ＩＰＴＶ等）

・携帯端末向けマルチメディア放送

コンテンツ

伝送設備

伝送サービス

新たな法制のイメージ

サービス区分の大括り化など、電波の柔軟な利用を確保
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放送に関する規律を土台として、コンテンツ規律を再構成

通信・放送の伝送サービス規律を統合

新ビジネス創出、技術革新の促進による我が国経済の牽引
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意見聴取を行いつつ、審議を深めるべき事項

コンテンツ

■ メディアサービス（仮称）の範囲
○ 「メディアサービス」（仮称）の範囲については、従来の放送の概
念を踏まえたものとする方向で検討することは適当か。

■ メディアサービスの区分
○ 日常生活に必需の情報の送信という特別な公共的役割を担う「特別
メディアサービス」を区分する方向で検討することは適当か。

○ 「特別メディアサービス」については、「国民の日常生活や非常時
における不可欠の情報提供手段」の確保を中心に検討することは適当か。

■ メディアサービスに関する具体的規律
○ 「メディアサービス」の位置付けや役割の違いに応じ、関係する法
律の規定についてレイヤー間の関係が明確化されるよう再編する方向で
検討することは適当か。

○ 「特別メディアサービス」については、現在の放送に係る番組規律
を基礎とし、その他のメディアサービスについては、個々それに係る番
組規律の合理化を検討することは適当か。

○ 「メディアサービス」に係る再送信制度の在り方について、現行の
有線テレビジョン放送法上の義務再送信制度と同意再送信に係る裁定制
度の在り方を含め検討することは適当か。

■ 表現の自由享有基準（マスメディア集中排除規制）
○ 表現の自由享有基準について、「特別メディアサービス」に係るも
のは現在の規律を基礎とし、その他のメディアサービスに係るものは、
個々にその合理化を検討することは適当か。

■ オープンメディアコンテンツ（仮称）に関する規律
○ プロバイダ責任制限法の責任制限の範囲を違法情報全般や刑事上の
責任というところにまで拡大するか検討することは適当か。

○ 有害情報への対策を検討することは適当か。

利用者保護

■ 利用者利益の確保・向上のための規定の整備
○ 伝送サービスにおける利用者利益の確保・向上のための規定につい
て、情報通信サービス全体に適用することは必要か、及び充足すべき規
定はないか検討することは適当か。利用者を直接救済する規定として、
解除権や取消権のような民事的な効果を付与する方向で検討することは
適当か。

■ 情報セキュリティ等に係る規律
○ 情報セキュリティや視聴者のプライバシーの取扱いに関する制度を
整備する方向で検討することは適当か。

■ 技術基準
○ 「特別メディアサービス」の技術基準については、特別の規律が必
要か否か検討することは適当か。

意見聴取を行いつつ、審議を深めるべき事項

法体系全般

■ 法体系全般
○ サービスごとにネットワークを区別する合理的な根拠が失
われつつあり、可能な限り規律の大括り化を検討することは
適当か。

○ ネットワーク設備の設置者と当該設備上でサービスを提供
する者との間で自由な組合せを可能とする法体系を検討して
いくことは適当か。

○ 同一のサービスには同一の規律が適用されることによって
統一的な競争条件の確保や利用者保護を検討することは適当
か。

○ 「コンテンツサービス」、「伝送サービス」、「伝送設
備」の３つのレイヤーを観念した上で全体として合理性のあ
る法体系に改めることは適当か。

伝送設備

■ 電波利用の目的・区分
○ 通信か放送かの区分にとらわれない新しいサービスを可能
とする制度について検討することは適当か。

■ 電波利用手続
○ 通信か放送かの区分にとらわれない新しいサービスの円滑
な市場投入等を可能とするため、簡素化することが可能な手
続の有無などについて検討することは適当か。

伝送
サービス

■ 伝送サービス規律の再編
○ 伝送サービスの意義について、電気通信役務の概念を踏ま
えたものとする方向で検討することは適当か。

○ 外形的に伝送サービスと類型化できるもののうち規律趣旨
が電気通信事業法の規律趣旨と共通するものは、基本的に電
気通信事業法の規律体系に取り込んで規律の一元化を図る方
向で検討することは適当か。

■ 有線テレビジョン放送施設に関する規律の見直し
○ 有線テレビジョン放送施設について、現行規律を維持する
方向と、電気通信事業者と同等の規律を適用する方向のいず
れの方向で検討することが適当か。

■ 有線放送電話に係る規律の見直し
○ 有線放送電話について、現行規律を維持する方向と、基本
的に電気通信事業として扱う方向のいずれが適当か。

＜概 要＞

◆ 平成２０年９月５日、情報通信審議会「通信・放送の総合的な法体系に
関する検討委員会」において、検討アジェンダ（案）について議論。
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